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場所　石川河川公園リバーサイドBBQ会場
藤井寺市道明寺3丁目４周辺（道明寺駅
から徒歩2分）

主催　都市公園石川河川公園管理共同体
協力　藤井寺市
問合先　大阪BBQ宅配センター 
　☎080・6377・2698

詳細はこちら▲

春今 もオープン！
石川河川公園
リバーサイドBBQ
４月４日（土）から
５月３１日（日）までの
土日祝

場所取り準備
片付け不要！

受付時間受付時間　月～金（祝日　月～金（祝日・・年末年始を除く）　年末年始を除く）　
９時～17時30分９時～17時30分

予約予約　不要　※予約された方優先　不要　※予約された方優先
問合先問合先　福祉総務課福祉総務担当（1階⑥番窓口）　福祉総務課福祉総務担当（1階⑥番窓口）

　☎939　☎939・・14171417

藤井寺アンバサダーである絵本作家・長谷
川義史さんがデザインされたデザインマンホ
ール蓋がマンホールカードになりました。５種
類制作されたマンホール蓋のうち「アイセルシ
ュラホール」に置かれているマンホール蓋がデ
ザインされています。配布開始は、
４月２４日(金)を予定しています。配
布場所については、QR コードから
ご確認ください。
問合先　観光課（シュラ１階）　☎9３9・7801

市内の事業者向け支援策

問合先　産業労働課商工・労働担当(6階�番窓口）　☎939・1337

補助金制度についての説明や、
経営相談事業等、市内の事業者に
利用いただける支援制度について
の説明会です。
日時　4月22日（水）　14時〜16時
場所　パープルホール　中会議室A
定員　40人
内容　・藤井寺市事業者支援補助金について
　・国の支援策について
説明者　藤井寺市、藤井寺市商工会、大阪府よろ

ず支援拠点　中辻　一浩さん
申込　ＱＲコードより

使わないともったいない？
意外と便利な補助金活用セミナー

経営のお困りごとはありませんか？
よろず相談会の開催

業種に関わらず、「売上の悩み」「人
材採用」「広告・宣伝」「経営戦略」
なんでも相談可能です。

相談には、大阪府よろず支援拠点
より、専門の中小企業診断士の方が対応します。
※令和８年度事業者支援補助金の「創業支援枠」「生

産性向上支援枠」を活用するには、この出張相談
による経営相談が必須です。

相談日　令和８年４月～令和９年３月までの毎月第３
金曜日　※４月の開催は４月１７日（金）

場所　藤井寺市商工会
開催時間　1枠目：9時３０分～１０時３０分、２枠目：

１１時～１２時、３枠目：１３時３０分～１４時３０分、
４枠目：１５時～１６時
申込・問合先　電話又はオンライン窓口で

令和８年度地域経済循環創造事業交
付金（ローカル10,000プロジェクト）
に係る申請事業を募集

地域の人材・資源・資金を活用し
た地域密着型事業の創業・新規事
業を立ち上げようとする民間事業者
等に対し、融資と組み合わせた初期
投資費用を支援するものです。
対象事業　次のすべての要件を満たした事業
　（１）地域密着型（地域資源の活用）（２）地域課題

への対応（公共的な課題の解決）（３）地域金融機
関などの活用 （４）新規性（新規事業）（５）モデル性
(6)地域の新たな雇用創出

補助対象経費　施設整備費（用地取得費は除く）、
機械装置費、備品費、調査研究費

補助金額　補助対象経費における地域金融機関等
による融資等の額、又は2,000万円のいずれか
低い額を上限とします。

募集期間　4月1日（水）～5月29日（金）
事業スケジュール　交付申請後、市の審査会、国

での審査を経て交付決定を行いますので、事業
を実施できるのは募集期間終了後４か月程度要し
ます。また、３月上旬までに事業を完了し、実績
報告をする必要があります。

　市LINE公式アカウントで事業者支援情報をゲット !
ぜひお友だち登録をお願いします！

登録方法など詳しくは市ホームページ
をご確認ください。
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令和８年度藤井寺市事業者支援
補助金が４月よりスタートします。

「創業支援枠」「生産性向上支援枠」
をはじめ、今年度から新たに追加さ
れたメニューもあります。
※着手前に申請した事業が対象です。

※令和８年度版の内容は決まり次第ホームページで
公開します。

補助対象事業の期限
　令和９年２月末までに事業が完了すること。
※一部期限の異なる補助枠があります。

事業者支援補助金で事業の活性化を
目指しませんか？

デザインマンホール蓋がデザインマンホール蓋が
マンホールカードになっちゃった！マンホールカードになっちゃった！

福祉の総合相談窓口を設置福祉の総合相談窓口を設置

４月１日より福祉総務課（１階⑥番窓口）において４月１日より福祉総務課（１階⑥番窓口）において
「福祉の総合相談窓口」を設置します。福祉に関す「福祉の総合相談窓口」を設置します。福祉に関す
る相談でどこに相談していいかわからない場合はおる相談でどこに相談していいかわからない場合はお
気軽にご相談ください。気軽にご相談ください。

広報ふじいでら ２０26年4月号広報ふじいでら ２０26年4月号11


